
 福岡市立急患診療所の指定管理者の選定方法について(非公募) 

 

１ 対象施設 

  福岡市立急患診療所 

 （１）急患診療センター 

施設の名称 福岡市立急患診療センター 

所 在 地 早良区百道浜１丁目６－９ 

建 物 規 模 

鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造  

医師会館全体 地上９階建 17,400.74㎡ 

（うち市の区分所有（１階及び２階の一部）2,557.34㎡） 

開 設 年 度 昭和 49年度（現在地は平成４年度～） 

診 療 科 目 内科、小児科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科 

診 

療 

体 

制 

内科・小児科 

平日（月～金曜） 19:30～翌朝 7:00 

土曜・盆 19:00～翌朝 8:00（小児科：土曜 17:00～） 

日曜・祝日・年末年始（12/31～1/3） 9:00～翌朝 8:00 

外科・産婦人科 日曜・祝日・年末年始（12/31～1/3） 9:00～翌朝 8:00 

眼科・耳鼻咽喉科 日曜・祝日・年末年始（12/31～1/3） 9:00～24:00 

令和５年度患者数 60,049人 

次期指定期間 令和７年４月１日 ～ 令和 12年３月 31日 

 

（２）急患診療所 

施設の名称 
福岡市立 

東急患診療所 

福岡市立 

博多急患診療所 

福岡市立 

南急患診療所 

福岡市立 

城南急患診療所 

福岡市立 

西急患診療所 

所 在 地 
東区箱崎 

２丁目 54－27 

博多区博多駅前 

２丁目８－１ 

南区塩原 

３丁目 25－３ 

城南区鳥飼 

５丁目２－25 

西区内浜 

１丁目４－７ 

診 療 科 目 内科･小児科 内科 内科･小児科 内科 内科 

診療体制 
日曜・祝日 9:00～17:00 

年末年始（12/31～1/3）  9:00～24:00（年末年始は東・南・西のみ） 

令和５年度 

患者数 
3,398人 ２人 2,928 人 ６人 ７人 

次期指定期間 令和７年４月１日 ～ 令和 12年３月 31日 

   ※ 博多、城南、西急患診療所については、令和４年７月 31 日から令和６年３月 23 日まで、   

急患診療センターの体制強化のための医療従事者集約に伴い、一時的に休診 

資料３－① 

 



２ 選定方法 

福岡市立急患診療所（急患診療センター、急患診療所）の管理については、平成 18年度から

指定管理者制度を導入し、福岡市医師会を指定管理者に指定しているが、次期指定期間（令和

７年４月１日～令和 12年３月 31日）の指定管理者についても、従来どおり非公募により選定

するものとする。 

なお、選定にあたっては、現指定管理者である福岡市医師会から、事業計画書等の提出を求

め、本委員会の審査を経た上で、市が決定するものとする。 

 

３ 非公募の理由 

福岡市立急患診療所の管理に関する主な業務内容は、救急患者に対する初期救急医療の提供

であり、専門的医療知識や技能を有する多数の医療従事者の確保、派遣調整等を要すること並

びに急患診療所の物理的配置等から、本業務の履行を担保できる団体は次の理由により福岡市

医師会以外にはないため、非公募で選定する。 

（１）民間医療機関の休診等により、市民の診療機会が制限される平日夜間、休日、盆及び年末

年始において、救急患者に対し適切な医療を提供することを目的としていることから、急患

診療所では、多岐にわたる診療科（内科、小児科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科）の

医師をはじめ、看護師、薬剤師、検査技師及び受付・会計事務員など多数の従事者を確保し

なければならない。 

令和６年４月から始まった医師の働き方改革の影響など、昨今の医療従事者の確保が困難

な中で、福岡市医師会ではそのネットワークを活用し、大学病院をはじめとする各医療機関、

関係団体等への協力要請や派遣調整を行い、本市の救急医療体制を維持している。 

（２）急患診療センターは、平成４年度から福岡市医師会館内に設置しており、同センターの管

理運営に当たっては、入所する施設の管理者において一体的に行うことが、経済性、業務の

効率性及び事故責任等所在の明確化からも合理的である。 

（３）急患診療センターは、各区急患診療所で対応できない症状の患者を引き継ぐなど、後方支

援の機能を有している。また、医師等の医療従事者の出動調整や、薬剤・衛生材料の購入・

管理を一括して行うことにより効率化を図っている。 

 

 

【参考】これまでの委託先及び指定管理者 

指定（委託）期間 指定管理者（委託先） 

開設当初 ～ 平成 17年度 社団法人福岡市医師会（管理運営委託） 

平成 18 ～ 20 年度 社団法人福岡市医師会（指定管理（非公募）） 

平成 21 ～ 23 年度 社団法人福岡市医師会（指定管理（非公募）） 

平成 24 ～ 26 年度 一般社団法人福岡市医師会（指定管理（非公募）） 

平成 27 ～ 令和元年度 一般社団法人福岡市医師会（指定管理（非公募）） 

令和２ ～ 令和６年度 一般社団法人福岡市医師会（指定管理（非公募）） 

 


